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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨片の切除を案内するための案内ツールであって、
　骨対向面を有する本体と、
　前記本体を貫通するように延び且つ縁切除面を有する縁切除具案内開口と、
　前記本体を貫通するように延び且つ鋸切除面を有する鋸案内開口と、を有し、
　前記縁切除具案内開口は、凹凸のある周囲によって定められ、
　前記縁切除面及び前記鋸切除面は、前記本体の骨対向面の側で交差して骨片切除面を構
成する、案内ツール。
【請求項２】
　２つの前記鋸切除面が、前記骨片切除面が凹形であるように互いに傾斜する、請求項１
に記載の案内ツール。
【請求項３】
　前記縁切除具案内開口は、前記縁切除具案内開口の略中央に配置され且つ骨の解剖学的
特徴部と整列することが可能である整列特徴部を有する、請求項１又は２に記載の案内ツ
ール。
【請求項４】
　前記本体は、使用時に切除された骨表面に当接させることが可能なプレートを有する、
請求項１～３のいずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項５】



(2) JP 6046061 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

　前記プレートの縁部は、前記骨片の切除に続いて移植される補綴具の対応する縁部と一
致するように形状決めされる、請求項４に記載の案内ツール。
【請求項６】
　前記本体は、更に、前記プレートの縁部から突出する顆状棚部を有し、前記棚部は、前
記プレートに対して傾斜する、請求項４又は５に記載の案内ツール。
【請求項７】
　前記顆状棚部は、中央の横方向軸線を横切るように湾曲する、請求項６に記載の案内ツ
ール。
【請求項８】
　前記縁切除具案内開口は、前記顆状棚部を貫通するように延びる、請求項６又は７に記
載の案内ツール。
【請求項９】
　更に、前記顆状棚部の骨側表面から突出する少なくとも１つの突起を有する、請求項６
～８のいずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項１０】
　前記本体は、更に、窓を有し、前記窓は、前記本体を貫通するように開口し、整列特徴
部を支持する、請求項１～９のいずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項１１】
　更に、追加の鋸切除面を有する追加の鋸案内開口を有し、前記追加の鋸切除面は、前記
縁切除面と交差し、前記追加の鋸切除面は、前記鋸切除面と交差する、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項１２】
　前記本体は、固定要素を受入れ可能な複数の固定用開口を更に有し、前記固定用開口の
少なくとも１つは、前記鋸案内開口と前記縁切除具案内開口との間に位置決めされる、請
求項１～１１のいずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項１３】
　前記固定用開口の少なくとも１つは、前記固定用開口の他のものよりも大きい直径を有
する、請求項１２に記載の案内ツール。
【請求項１４】
　前記固定用開口の少なくとも１つは予備の開口である、請求項１２又は１３に記載の案
内ツール。
【請求項１５】
　更に、少なくとも１つのドリル案内開口を有し、前記ドリル案内開口は、前記骨片の切
除に続いて移植される補綴具のペグ用孔の孔開けを案内することが可能である請求項１～
１４のいずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項１６】
　前記案内ツールは、前記膝蓋関節の領域において大腿骨遠位部の切除を案内する、請求
項１～１５のいずれか１項に記載の案内ツール。
【請求項１７】
　前記縁切除面と前記鋸切除面は、前記本体の骨対向面から約５ｍｍ～約４０ｍｍの間の
平均距離のところで交差する、請求項１～１６のいずれか１項に記載の案内ツール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、案内ツールに関し、特に、限定されるものではないが、膝蓋大腿関節のため
の大腿骨表面置換型補綴具を移植する前に大腿骨遠位部の切除を案内する案内ツールに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　関節の表面置換処置は、表面置換型補綴具の移植を可能とするために、一部又は全てが
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病気であるか又は退化している場合がある骨の外層の除去又は切除を必要とする。表面置
換型補綴具は、露出した骨の表面に接触して固定できる骨係合面と、隣接する天然の又は
人工の軸受面と関節連結するように設計された軸受面とを含む。再生された関節の正確な
作動を保証するために、表面置換型補綴具の軸受面は、隣接する構造体に対して正確な解
剖学的位置となる必要がある。再生された関節の安定性を向上させるために、移植物の骨
係合面は、その上に固定されることになる骨の切除面と厳密に一致することが重要である
。移植物の端部において、補綴具から骨表面への滑らかな移行を実現することも望ましい
。この移行部が滑らかであるか否かは、既存の骨表面の切除の正確性により決まる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　膝蓋大腿関節は、大腿骨遠位部補綴具の移植によって表面置換できる天然の関節の例で
ある。この関節に関する既存の表面置換処置は、大腿骨遠位部をフリーハンドで切除する
ことが必要である。通常、切除は、テンプレートの周りで線を引き、骨刀又はやすりで骨
を除去することにより行われる。しかしながら、大腿骨遠位部の補綴具の骨係合面は、三
次元的に変化する複雑な表面である。このような表面はフリーハンドツールを使用して再
現することは不可能なので、このような従来の方法では、外科医は、切除した骨表面と補
綴移植物との間の完全な一致を実現することができない。更に、骨の相当領域をフリーハ
ンドで除去することは、外科的に大きい損害を与えることになる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明により、骨片の切除を案内するための案内ツールが提供され、案内ツールは、本
体と、本体を貫通するように延び且つ縁切除面を有する縁切除具案内開口と、本体を貫通
するように延び且つ鋸切除面を有する鋸案内開口とを有し、縁切除具案内開口及び鋸案内
開口は、縁切除面と鋸切除面が交差して、骨片切除面を構成するように整列している。
【０００５】
　本明細書の目的のために、表面は平坦又は凹凸とすること、閉ループを形成できること
に留意すべきである。例えば、鋸案内開口は、鋸刃が通って骨に入り込むことができる平
坦な表面を有することができる。縁切除具案内開口は、縁切除具を使用する骨除去の他の
方法を可能にするように、鋸を使用する場合に比べて幾分大きくすることができる。従っ
て、縁切除具案内開口が有する縁切除面は、縁切除具案内開口によって案内される縁切除
の作用により除去される骨の周りの閉ループを備えることができる。骨片切除表面は、三
次元的に変化し、縁切除面と鋸切除面との交差部で形成される複雑な表面を備えることが
できる。
【０００６】
　縁切除面と鋸切除面とは、切除方向に収束することができ、骨片切除面は凹形である。
切除方向は、典型的には、骨表面へ入り込み、縁切除面及び鋸切除面は、１８０度よりも
小さい内角で合流して凹形の骨片切除面を形成する。
【０００７】
　縁切除具案内開口は、凹凸のある縁切除面を有することができ、整列特徴部を備えるこ
とができる。
【０００８】
　例えば、整列特徴部は、縁切除具案内開口の片側又は他方側のノッチとすることができ
る。整列特徴部は、縁切除具案内開口の略中央に位置することができ、骨の解剖学的特徴
部と整列することを可能とすることができる。例えば、整列特徴部は、膝蓋大腿関節の表
面置換の一部として切除の準備において、関節滑車と整列することを可能とすることがで
きる。
【０００９】
　案内ツールの本体は、使用時に切除された骨表面の上に当接することが可能なプレート
を備えることができる。例えば、プレートは大腿骨遠位部の切除された前方表面の上に載



(4) JP 6046061 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

ることが可能な前方プレートとすることができる。
【００１０】
　鋸案内開口は、プレートを貫通するように延びることができ、プレート平面に対して傾
くことができる。
【００１１】
　プレート端部は、骨片の切除に続いて移植される補綴具の対応する端部と一致するよう
に形作ることができる。このようにして、端部は第２の整列特徴部として機能し、結果的
に移植された補綴具が骨表面に当接する場所を視覚化することができる。
【００１２】
　本体は、前方プレートの端部から突出する棚部をさらに備えることができる。棚部は前
方プレートと一体的に形成可能である。
【００１３】
　棚部は、顆状棚部とすることができる。
【００１４】
　棚部は、プレートに対して傾斜するのがよく、例えば、大腿骨遠位部の湾曲部に近づく
ことができる。
【００１５】
　棚部は、中央の横方向軸線を横切って湾曲して、例えば、ある程度、大腿骨遠位部の顆
間ノッチの天然の凹面を反映する凸形の骨側表面を提示することができる。棚部は、切除
器具と対向する凹面を提示することができる。
【００１６】
　縁切除具案内開口は、棚部を貫通するように延びることができる。
【００１７】
　案内ツールは、棚部の骨係合面から突出する少なくとも１つの突起をさらに備えること
ができる。案内ツールは、棚部の骨表面からの管理された離隔をもたらすように寸法決め
さた少なくとも２つの突起を備えることができる。突起は、骨表面からの一定の離隔をも
たらすことができる。突起は、プレートとの結合部から遠く離れた棚部領域に配置するこ
とができる。
【００１８】
　本体は、本体を貫通して整列特徴部を有する窓開口をさらに備えることができる。窓は
、例えば、ツールの外側又は内側、例えば、プレート上又はプレートと棚部との結合部に
配置することができる。整列特徴部は、ノッチ又は窓の向かい合う端部にある整列された
一対のノッチとすることができる。１つのノッチ又は複数のノッチは、骨の切除に続いて
移植される補綴具の外側又は内側に対応することができる。従って、窓及び１つ又は複数
のノッチとは、別の整列特徴部として機能して、移植した補綴具が最終的に骨表面のどこ
に当接しているのかを視覚化することができる。
【００１９】
　案内ツールは、縁切除面と交差する追加の鋸切除面を有する追加の鋸案内開口をさらに
備えることができる。同様に、追加の鋸切除面は、鋸切除面と交差することができる。
【００２０】
　このようにして、２つの鋸切除面は谷部を有して、その端部は縁切除面と交差して骨片
切除面を形成することができる。
【００２１】
　本体は、固定要素を受入れ可能な複数の固定用開口をさらに備えることができる。適切
な固定要素は、例えば、ピン又は骨ネジから成ることができる。
【００２２】
　固定用開口の少なくとも１つは、鋸案内開口と縁切除具案内開口との間に位置決めする
ことができる。このようにして、案内ツールに関する固定点の少なくとも１つは、ツール
の支援により切除されることになる骨片上に位置決めすることができる。
【００２３】
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　固定用開口の少なくとも１つは、他の固定用開口よりも大きい直径を有することができ
る。少なくとも１つの固定用開口は、対応する固定要素のステム部分よりも大きい直径と
して、結果的に固定要素とツールとの間に何らかの遊びを確保することができる。
【００２４】
　固定用開口の少なくとも１つは二重化することができる。この二重化により、外科医の
固定位置の選択肢が増えるので、ツールの正確な位置合わせに際して、固定用開口の１つ
が、骨空洞、又は損傷又は劣化した骨の上に位置決めされたとしても、別の固定用開口を
ツール全体の安定性を損ねることなく使用できる。
【００２５】
　案内ツールは、少なくとも１つのドリル案内開口をさらに備え、例えば３つのドリル案
内開口を備えることができる。
【００２６】
　ドリル案内開口は、骨片の切除に続いて移植される補綴具のペグ用孔の孔開けを案内す
ることを可能とすることができる。
【００２７】
　案内ツールは、膝蓋大腿関節の領域において、大腿骨遠位部の切除を案内するものとす
ることができる。
【００２８】
　本発明をより良く理解して、本発明を実行する方法をより明確に示すために、例示的に
以下の図面を参照することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】関節連結表面を示す、大腿骨表面置換補綴具の斜視図である。
【図２】骨係合面を示す、図１の大腿骨表面置換補綴具の別の斜視図である。
【図３】骨係合面を示す、図１の大腿骨表面置換補綴具の別の斜視図である。
【図４】案内ツールの斜視図である。
【図５】図４の案内ツールの側面図である。
【図６】図４の案内ツールの平面図である。
【図７】大腿骨遠位部に配置された図４の案内ツールの斜視図である。
【図８】ドリル加工作業の斜視図である。
【図９】縁切除作業の斜視図である。
【図１０】鋸切除作業の斜視図である。
【図１１】鋸切除作業の斜視図である。
【図１２】鋸切除作業の斜視図である。
【図１３】切除後の大腿骨遠位部の斜視図である。
【図１４】図１～図３の補綴具を切除後の骨表面に配置した、図１３の切除後の大腿骨遠
位部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１～図３に、膝蓋大腿関節のための大腿骨表面置換用の補綴具２を示す。補綴具２は
、膝蓋骨表面置換用の補綴具又は天然の膝蓋骨（図示せず）と関節連結するように形状決
めされた関節連結表面４と、骨係合面６を有している。骨係合面６は、切除後の大腿骨遠
位部に隣接して当接するように設計され、適所にセメント固定されるのがよい。骨係合面
６は比較的複雑な表面であり、三次元的に変化することに留意すべきである。骨係合面６
は、略平坦な第１の部分８と、略「Ｖ」字形の第２の部分１０を有し、骨係合面６の２つ
の部分８、１０はそれぞれ、補綴具２の前方領域９及び後方領域１１に対応する。骨係合
面６の各部分８、１０は、僅かに凹形であり、その外周に突出境界部１６が設けられるの
がよい。凹形の表面部分８、１０及び突出境界部１６により、２つの浅い凹部１３、１５
が形成され、補綴具２をしっかり固定するための骨接着剤を、２つの浅い凹部１３、１５
に充填するのがよい。補綴具２の外周１２は、特に骨係合面６の第２の部分１０の領域で
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凹凸の経路をたどる。４つの固定用ペグ１４が、骨係合面６から突出し、補綴具が取付け
られる骨表面にドリル加工された孔に受入れられる。補綴具の他の実施形態は（図示せず
）、異なる数の固定用ペグ１４を有していてもよい。例えば、小柄な患者用に設計された
小型の大腿骨表面置換用の補綴具２は、３つの固定用ペグ１４だけを有していてもよい。
【００３１】
　図４～図６を参照すると、大腿骨遠位部の切除作業を案内するのに適した案内ツール１
００が、本体１０２を有し、本体１０２は、第１の部分１０４と第２の部分１０６を有し
ている。第１の部分１０４は、第１の平面内に延びる前方プレート１０８を有している。
第２の部分１０６は、顆状棚部１１０を有し、顆状棚部１１０は、前方プレート１０８と
一体に形成され、案内ツール１００の幅にわたって変化する角度αで前方プレート１０８
の平面から外方に突出している。前方プレート１０８及び顆状棚部１１０は、結合領域１
１２で交差する。案内ツール１００は、骨側表面１１４及び切除側表面１１６を有してい
る。前方プレート１０８の場合、骨側表面は、骨係合面１１４である。後で詳細に説明す
るように、案内ツール１００の結合領域１１２では、骨側表面１１４は、骨係合面ではな
くなる。顆状棚部１１０は、中央の横方向線を横切って湾曲し、凹形の切除側表面１１６
と、凸形の骨側表面１１４とを有している。凸形の骨側表面１１４は、大腿骨遠位部の顆
間ノッチの凹面と実質的に同じであり、顆状棚部１１０は、ノッチに隣接して当接する。
【００３２】
　案内ツール１００は、案内ツール１００の前方プレート１０８を貫通するように延びる
第１の鋸案内開口１２０及び第２の鋸案内開口１２２を有している。鋸案内開口１２０、
１２２の各々はそれぞれ、平坦な鋸切除面を有し、往復動鋸（図示せず）が、鋸案内開口
によって案内されながら、それに沿って移動する。鋸案内開口１２０、１２２の各々は、
前方プレート１０８に対して傾斜し、それに対応する顆状棚部１１０の領域と略平行であ
る。かくして、鋸案内開口１２０、１２２は、互いに対して傾き、それにより、互いに平
坦な鋸切除面は、前方プレート１０８から遠ざかるように延びる谷部を形成する。鋸案内
開口１２０、１２２において、図４及び図６の左側に示すように、その両側が閉じていて
もよいし、図４及び図６の右側に示すように、その片側が開放していてもよい。
【００３３】
　また、案内ツール１００は、顆状棚部１１０を貫通するように延びる縁切除具案内開口
１３０を有している。縁切除具案内開口１３０は、中央から両側へ顆状棚部を横切る凹凸
経路に沿っている。縁切除具案内開口１３０は、閉ループの外周１３２によって定められ
、外周１３２は、顆状棚部から遠ざかるように且つ顆状棚部に対して実質的に垂直に延び
る縁切除面を定める。外周１３２の下側領域、即ち、後方領域１３４は、移植すべき補綴
具２の後方外周１２に実質的に一致する。骨領域の切除を平面に沿って案内する鋸案内開
口１２０、１２２とは対照的に、縁切除具案内開口は、縁切除面の閉ループ１３２によっ
て境界が定められる領域である骨の全体領域の除去を案内する。
【００３４】
　ドリル案内開口１４０、１４２、１４４、１４６は、案内ツール１００の本体１０２を
貫通するように延び、略円柱形のドリルビットをドリル加工軸線に沿って案内するように
機能する。ドリル案内開口は、前方プレート１０８を貫通するように延びる３つの開口１
４０、１４２、１４４と、顆状棚部１１０を貫通するように延びる１つの開口のグループ
をなして配列される。前方プレート１０８のドリル開口１４０、１４２、１４４は、これ
らの開口に対する支持肩部を形成する傾斜突起１４８、１５０、１５２に形成され、案内
されるドリルビットに対する追加の安定性を付与し、傾斜したドリル軸線を定める。顆状
棚部１１０のドリル案内開口１４６も、支持肩部（図示せず）を有するのがよい。ドリル
案内開口１４０、１４２、１４４、１４６の各々は、大腿骨の補綴具２の複数の固定用ペ
グ１４のうちのそれぞれの１つに一致するように配置され且つ傾斜している。３つの固定
用ペグ１４だけを有する小型の大腿骨表面置換補綴具２と一緒に使用する案内ツール１０
０は、それに対応して、３つのドリル案内開口だけを有し、前方プレート１０８の開口１
４２は省略される。
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【００３５】
　また、ピン又はねじ（図示せず）の形態の固定要素の通行を可能にする固定用開口が、
ドリル案内部１００の本体１０２を貫通するように延びている。後で詳細に説明するよう
に、第１の固定用開口１６６が、前方プレート１０８を貫通するように延び、他の固定用
開口よりも大きい直径を有し、大きいヘッド付きネイルと協働する。第２の固定用開口１
６０が、顆状棚部１１０の中央領域の近くで且つ前方プレート１０８との結合領域１１２
と縁切除具案内開口１３０との間を、顆状棚部１１０を貫通するように延びている。また
、残りの固定用開口１６２、１６４、１６８が、前方プレート１０８を貫通するように延
び、第２の固定用開口１６０と同じ直径を有し、適当な固定要素を受入れるように寸法決
めされている。
【００３６】
　特に図５を参照すると、２つの突起１７０、１７２（図示せず）が、顆状棚部１１０の
骨対向面１１４から、顆状棚部１１０の骨対向面１１４に対して実質的に直交するように
突出している。突起１７０、１７２の自由端は、顆状骨表面に係合するように機能し、案
内ツール１００を大腿骨遠位部の上に配置したとき、突起１７０、１７２は、それが当接
する顆状骨表面から立ち上がり、かかる立ち上がりは制御されている。突起１７０、１７
２は、隣接した顆状骨表面の幾何学形状に順応するように、且つ、案内ツール１００を顆
状骨表面から所望のオフセット位置に配置するように、異なる長さを有していてもよい。
【００３７】
　複数の位置決め特徴部が、案内ツール１００に組込まれている。ノッチ１８０が、顆状
棚部１１０の切除側表面１１６に形成され、縁切除具案内開口１３０を渡るように延びて
いる。後で説明するように、ノッチ１８０は、大腿骨の関節滑車と整列するように機能す
るために、顆状棚部１１０の切除側表面に配置されている。同様のノッチ１８２が、前方
プレート１０８に形成され、前方プレート１０８を貫通するように開口する窓１８４にわ
たって延びている。移植すべき補綴具２の側方輪郭を示すノッチ１８２が配置されている
。また、前方プレートの外周１８８は、補綴具の前方領域９の外周１２と一致するように
形状決めされ、骨表面の切除が完了したときに補綴具２が当接する箇所の目印を構成する
。
【００３８】
　案内ツール１００の使用方法を図７から図１４及び膝蓋大腿関節の大腿骨表面置換処置
を参照して以下に説明する。
【００３９】
　大腿骨の表面置換処置において、最初に切開を行って軟組織を取除き、関節にアクセス
する必要がある。膝蓋骨を裏返すか又は亜脱臼させて、大腿骨遠位部の前方表面及び顆状
表面へのアクセスを可能にする。
【００４０】
　大腿骨の前方表面を切除して平坦な前方骨表面を形成する。次に、前方プレート１０８
を、大腿骨の切除した前方表面に当接させ、突起１７０、１７２を大腿骨の顆状表面に当
接させることにより、案内ツール１００を大腿骨遠位部に取付ける。案内ツール１００の
顆状棚部１１０の傾斜により、顆状棚部が、大腿骨遠位部の前方表面から顆状表面までの
湾曲に概ね従うことを可能にする。中央横方向の顆状棚部１１０の湾曲は、顆間ノッチの
湾曲に実質的に従うので、突起が顆状表面に当接することを可能にする。次に、案内ツー
ル１００が概ね正しい位置にあることを確保する基本整列を行う。このプロセスは、後で
詳細に説明する後続のプロセス段階で行う精密な整列を簡略化したプロセスである。
【００４１】
　基本整列が完了し、案内ツール１００が概ね正しい位置にあれば、大きいヘッド付きネ
イル（図示せず）を第１の固定用開口１６６から骨内に挿入する。第１の固定用開口１６
６は大きい直径を有し、ネイルに対して「オーバサイズ」であることに留意すべきである
。大きいヘッド付きネイルは、前側プレート１０８の切除側表面１１６に係合し、前側プ
レート１０８従って案内ツール１００が前方骨表面から遠ざかる移動を阻止する。しかし
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ながら、大きいヘッド付きネイルのシャフトは、第１の固定用開口にぴったり受入れられ
ておらず、このことは、前方骨表面の平面内における案内ツール１００と大きいヘッド付
きネイルとの間のいくらかの移動に順応することを意味する。
【００４２】
　案内ツール１００を前方骨表面に保持したら、案内ツール１００の突起１７０、１７２
及び整列特徴部を使用して、案内ツールの精密な整列を行う。最初、案内ツール１００の
位置を、突起１７０、１７２が遠位顆状表面にしっかり着座するまで調整する。これによ
り、顆状表面からの正確かつ実質的に一定の立ち上がりが確保され、縁切除具案内開口を
介する切除の正確な深さを確保し、このことを後で詳細に説明する。次に、顆状棚部１１
０の切除側表面上の整列用ノッチ１８０を、大腿骨の関節滑車の中心と整列させる。最後
に、前方プレート１０８の外周輪郭１８８、横方向ノッチ１８２、及び窓１８４を使用し
て、移植した補綴具の位置が見えるようにし、周辺の骨特徴部を参照して微調整を行う。
【００４３】
　案内ツールを正確に整列させたら、ネイル又は骨ネジ（図示せず）を顆状棚部１１０の
第２の固定用開口１６０から下側の骨に挿入する。ネイル又はネジのヘッド部は、顆状棚
部１１０の切除側表面に係合し、案内ツール１００を大腿骨顆部にしっかりと押しつける
。第２の固定用開口１６０を通るネイルを使用して、場所的な位置決めを行うことが望ま
しい。次に、２つの骨ネジ（図示せず）を、前方プレート１０８の残りの３つの固定用開
口１６２、１６４、１６８のうちの任意の２つに挿入する。ある実施形態では、骨ネジは
、使い捨てであるのがよい。追加の２つの骨ネジにより、後続の切除工程中、しっかりと
した固定を行い、案内部の任意の潜在的な緩みを回避する。残りの３つの固定用開口のう
ちの２つだけを使用することによって、固定用開口を設ける際のいくらかの冗長性を確保
し、固定用開口の１つが骨の空洞の上に配置されていたり、損傷又は劣化した骨の組織の
上に配置されていたりしても、追加の外科的選択肢が与えられる。外科医は、残りの２つ
のネイル又は骨ネジに対して最も有望な２つの固定部位を選択することができる。例示の
固定モードを、特定の固定用開口の中を延びるネイル又はネジを参照して説明したけれど
も、外科医は、外科手術中、固定用開口に最も適切な固定要素を選択できることを認識す
べきである。
【００４４】
　図８に示すように、案内ツール１００を大腿骨遠位部の適所にしっかりと固定したら、
補綴具ペグ用の孔を、ドリル案内開口１４０、１４２、１４４、１４６を介してドリル加
工する。標準外科用ドリル３００を使用するのがよく、深さストッパ３１０を採用して、
正確な深さの孔をドリル加工することを確保する。案内ツール１００の本体１０２を貫通
するドリル案内開口の配向は、支持肩部１４８、１５０、１５２と一緒になって、ペグ用
孔が補綴具固定用ペグ１４を受入れる正確な角度でドリル加工されることを確保する。上
述したように、比較的小さい補綴具の案内ツールの場合、３つのペグ用孔だけが、３つの
利用可能なドリル案内開口を介してドリル加工される。
【００４５】
　１つの実施形態では、次に、ダミーペグを、ドリル加工したペグ用孔に挿入して、ドリ
ル加工した骨と案内ツール１００の両方に係合させる。ダミーペグは、縁切除プロセスの
間、追加の固定及び安定の層を付与する。
【００４６】
　次に、図９に示すように、回転式縁切除具２００と従動面を有する軸受２１０とを使用
して、縁切除を、縁切除具案内開口１３０を介して行う。軸受２１０の従動面から回転式
縁切除具の端部までの縁切除具２００の長さは、案内ツール１００と協働して移植される
大腿骨の補綴具２に適するように選択される。従って、正確な深さの輪郭切除部が骨表面
に形成され、輪郭切除部は、大腿骨の補綴具２を受入れて、補綴具２の関節連結表面４か
ら残りの骨表面への滑らかな移行部を形成する。案内ツール１００の突起１７０、１７２
、顆状棚部の厚さ、及び、回転式縁切除具２００と軸受２１０の間の協働により、実行す
べき切除深さを決定する。縁切除具案内開口１３０は、骨組織の領域を除去する際、縁切
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除具２００の方向を決定し、骨組織の後方境界部は、大腿骨の補綴具２の後方領域１１の
境界部１２と正確に一致する。
【００４７】
　縁切除に続いて、図１０～図１２に示すように、２つの鋸による切除を、２つの鋸案内
開口１２０、１２２を介して行う。最初、往復式鋸２２０を鋸案内開口１２０、１２２の
一方に挿入し、その後、他方に挿入して、鋸案内開口１２０、１２２が有する平坦な鋸切
除面に沿って骨組織を切除する。このようにして、案内ツール１００は、前方骨表面から
始まり且つ前に行った縁切除部と交差する谷形状の骨片の切除を案内する。鋸刃が最後の
骨繊維を完全に切除して縁切除部に入ると、外科医は、抵抗の突然の減少を認識して、鋸
刃を後退させる必要があるとの合図を認識することができる。しかしながら、ストッパを
縁切除部に挿入して、骨の過剰な切除を防止することが望ましい。ストッパ（図示せず）
は、縁切除部の底部輪郭又は後方輪郭と正確に一致する形状の携帯式の金属プレートであ
るのがよい。ストッパを適所に保持して、往復式鋸刃が縁切除部の後方の骨組織へ入込む
ことを阻止する。
【００４８】
　鋸切除を開始する前、ネイル又はネジを第２の固定用開口１６０から取出す必要があり
、それは、第２の固定用開口１６０から骨の中に延びるネイル又はネジが存在により、鋸
刃と干渉することがあるからである。
【００４９】
　鋸切除を完了すれば、骨片全体は大腿骨遠位部から切除されている。次に、案内ツール
１００を、切除した骨片と一緒に、前方骨表面から分離して除去する。図１３に示す、結
果として得られた切除骨表面は、平坦な前方大腿骨の骨４００と、関節滑車の領域の凹凸
のある後方側輪郭４１２で終端する谷形状の凹部４１０を有している。切除された骨表面
は、大腿骨の表面置換型補綴具２に正確に一致するものであり、これは図１４の移植位置
に見られる。補綴具２は、切除した骨表面に着座し、骨輪郭及び補綴具輪郭は正確に一致
する。固定用ペグ１４を、ドリル加工により開けられたペグ用孔内に正確に受入れられ、
２つの骨係合領域の外周境界部１６は、切除された骨表面に正確に着座している。浅い骨
接着剤用凹部１３、１５は、補綴具を取外し不能に固定する骨接着剤を収容する。
【００５０】
　膝蓋大腿骨の表面置換処置を参照して特定の実施形態の案内ツール１００を説明したが
、本発明は、多数の表面置換処置及び他の整形外科処置の一部として、異なる骨表面部分
の領域を切除するのに適した案内ツールを提供するのに利用してもよいことに留意すべき
である。
【００５１】
　また、本発明の案内ツールは単一部品であり、１つの一体形成されたツールが、案内ツ
ール１００を周囲の骨構造に対して位置決めされ、案内ツール１００が骨に固定され、骨
片を複雑な三次元表面に沿って切除し、移植物のペグ用孔をドリルで孔開けすることを可
能にする特徴部を組み込んでいることに留意すべきである。
【００５２】
　本発明のツールと一緒に機能する追加的な位置決めツール、固定ツール、又はテンプレ
ートツールは必要とされない。従って、ツールは、切除処置の種々の段階を単一の装置で
完了するには多数の固定及び位置合わせを必要とする従来公知の器具キットに取って代わ
るものである。本発明により、複雑な骨表面を切除するために必要とされる全ての切除は
、同じツールを用いて行うことができ、中間の位置合わせ段階又は固定段階は必要とされ
ない。更に、移植物のペグ用孔は、同じツールによって孔開けすることができ、同様に、
ツールの交換又は再調整は必要とされず、追加的な又は補助的な案内ツールの取付けは必
要ない。
【００５３】
　本発明の利点は、移植物の受入れのための骨表面の準備に必要とされる全ての段階を、
単一の位置合わせ処置及び固定処置に続いて同じツールで行うことができることである。
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従って、本発明のツールは、切除された骨表面の準備を著しく単純化する。特に、膝蓋大
腿関節の大腿骨部分の表面置換に関連して、本発明のツールは、従来ではフリーハンド及
び視覚によって行われて時間がかかり非常に不正確な方法であって処置に、正確性、効率
性、及び再現性を与えるものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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